
「飛行計画記入・通報要領」の一部改正について（概要） 

 

平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 

航空局交通管制部運用課 

 

 

１．背景 

 ＩＣＡＯ ＰＡＮＳ－ＡＴＭ Ｄｏｃ４４４４の改正により、新たに性能準

拠型通信・監視（ＰＢＣＳ）の能力を飛行計画に記入することが追加されたため、

所要の改正を行うものである。 

 

 

２．概要 

①第１０項及び第１８項に性能準拠型通信・監視（ＰＢＣＳ）の能力について

の記入を追加。 

②無線通信機器「無線電話 ＳＡＴＣＯＭ」の名称を「ＳＡＴＶＯＩＣＥ」へ

変更。 

 

 

３．今後のスケジュール 

  施行：平成２８年１１月１０日 

     


